
平成２６年３月３１日時点 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 江東区 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 江東区社会福祉協議会 権利擁護センター 

委託内容：研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 

 「社会貢献型後見人養成専門研修」 

 

（研修対象者） 

 社会貢献型後見人候補者養成講習修了者及び関係機関 

 

（研修カリキュラム） 

＊ 別紙参照 

 

（講師） 

 ・社会福祉協議会 権利擁護センター運営委員 

    弁護士  司法書士  社会福祉士   

 ・施設職員 

 ・傾聴の会 

 ・医師 

 ・薬剤師 

 ・医療ソーシャルワーカー 

 ・葬儀会社 

 ・キャラバン･メイト 

 ・社会福祉協議会職員 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

平成25年5月～平成26年3月 奇数月 午前・午後実施 

＊別紙参照 

 

備      考 

 

 

 

別添 


